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第
43
回 
ｅ
│
Ｔ
Ｂ
Ｔ
マ
ー
ク

制
度
と
は

法務の窓口
　
ｅ
│
Ｔ
Ｂ
Ｔ
マ
ー
ク
（Electronic-T

ravel Business 
T
rust m

ark

、
電
子
旅
行
取
引
信
頼
マ
ー
ク
）
制
度
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
旅
行
取
引
の
普
及
と
消
費
者
の
信
頼
確

保
の
た
め
、
平
成
12
年
に
Ｊ
Ａ
Ｔ
Ａ
と
Ａ
Ｎ
Ｔ
Ａ
（
全
国
旅
行
業

協
会
）
に
よって
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

制
度
が
始
ま
って
約
15
年
を
経
て
、
当
初
と
は
比
較
に
な
ら

な
い
ほ
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
は
拡
大
し
ま
し
た
。ｅ
│
Ｔ
Ｂ
Ｔ

マ
ー
ク
の
取
得
に
あ
た
り
必
要
と
さ
れ
る
旅
行
業
法
を
は
じ
め
と

す
る
法
令
、
通
達
、
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
遵
守
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
取
引
を
行
う
以
上
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
申
し
上

げ
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
回
は
、
ウェブ
取
引
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
中
で
も
肝
と
な
る

「
旅
行
の
ウェブ
取
引
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
とｅ
│
Ｔ
Ｂ
Ｔ

マ
ー
ク
制
度
に
つい
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

旅
行
の
ウェブ
取
引
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
は

　
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
を
利
用
す
る
旅
行
業
務
に
関
す
る
取

扱
に
つい
て
」（
通
達
：
平
成
19
年
12
月
17
日
付
国
総
観
事
業

第
２
８
９
号
）
に
基
づ
き
、
Ｊ
Ａ
Ｔ
Ａ
と
Ａ
Ｎ
Ｔ
Ａ
が
定
め
た
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
が
「
旅
行
の
ウェブ
取
引
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平

成
26
年
7
月
改
訂
）
で
す
。
そ
こ
に
は
ウェブ
サ
イ
ト
上
で
取
引

を
す
る
際
の
ル
ー
ル
が
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
が
そ
の
概
要
は
次
の
と

お
り
で
す
。

①
ウェブ
サ
イ
ト
上
で
取
引
を
す
る
営
業
所
（
取
扱
営
業
所
）

は
旅
行
業
の
登
録
を
受
け
た
営
業
所
で
あ
る
こ
と
。

②
広
告
は
旅
行
業
法
令
等
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
通
達
に
規
定

さ
れ
た
必
要
な
事
項
を
表
示
す
る
こ
と
。

③
取
引
条
件
説
明
書
面
は
、
旅
行
業
法
令
や
旅
行
業
約
款
に

基
づ
き
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

④
取
引
条
件
説
明
書
面
・
契
約
書
面
を
電
磁
的
に
交
付
す
る
場

合
は
、
そ
の
こ
と
に
つい
て
承
諾
を
得
る
た
め
の
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
書
面
を
旅
行
者
が
印
刷

又
は
保
存
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
仕
様
と
なって
い
る
こ
と
。

⑤
旅
行
契
約
の
成
立
前
に
旅
行
者
が
入
力
内
容
を
確
認
で
き

る
ペ
ー
ジ
を
設
け
る
こ
と
。

⑥
旅
行
取
引
に
関
す
る
苦
情
相
談
窓
口
を
設
置
し
、
電
話
番

号
・
受
付
時
間
等
を
表
示
し
て
あ
る
こ
と
。

⑦
情
報
の
セ
キュリ
テ
ィ
ー
対
策
（
Ｓ
Ｓ
Ｌ
に
よ
る
暗
号
化
な
ど

の
対
策
）
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

⑧
個
人
情
報
に
関
し
機
密
保
持
、
管
理
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

　

等
々
と
色
々
あ
り
ま
す
が
、
と
り
わ
け
④
に
つい
て
は
、
対
面

販
売
等
で
行
わ
れ
る
取
引
と
異
な
り
ウェブ
サ
イ
ト
上
で
取
引
を

す
る
場
合
に
は
、
取
引
条
件
説
明
書
面
及
び
契
約
書
面
を
ウェブ

サ
イ
ト
上
で
電
磁
的
方
法
に
よ
り
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
こ
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
書
面
を
「
電
磁
的
方
法
に
よ
り

交
付
す
る
こ
と
」
に
つい
て
旅
行
者
の
承
諾
を
得
る
と
と
も
に
ウェ

ブ
ペ
ー
ジ
上
に
設
け
た
チェック
ボック
ス
等
に
よ
り
、
旅
行
者
が
印

刷
又
は
保
存
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
仕
様
に
な
って
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す
（
標
準
旅
行
業
約
款
募
集
型
企
画
旅
行
契
約
の
部
第

11
条
第
１
項)

。
時
折
、
取
引
条
件
説
明
書
面
の
記
載
内
容
を

保
存
・
確
認
す
る
機
能
も
な
く
、「
ウェブ
サ
イ
ト
への
表
示
を
もっ

て
、
取
引
条
件
説
明
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
い
た
し
ま
す
。」

と
し
て
い
る
ウェブ
サ
イ
ト
を
見
か
け
ま
す
が
、
こ
れ
で
は
十
分
と

は
言
え
ま
せ
ん
。（
ウェブ
取
引
に
お
け
る
書
面
の
交
付
に
つい
て

は
、
法
務
の
窓
口
第
33
回
（
本
誌
２
０
１
５
年
７
月
号
掲
載
）
で

詳
し
く
ご
説
明
し
て
い
ま
す
。）

　

ま
た
、
⑤
に
つい
て
は
、
旅
行
者
に
よ
る
契
約
内
容
の
誤
入
力

等
に
よ
る
申
込
操
作
防
止
の
た
め
、
旅
行
者
が
入
力
内
容
を
確

認
す
る
ペ
ー
ジ
を
設
け
、
入
力
内
容
を
確
認
し
た
旨
の
ボ
タ
ン
を

ク
リ
ック
す
る
な
ど
の
方
法
で
旅
行
者
が
了
承
し
た
場
合
に
限
り
、

契
約
又
は
予
約
が
成
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

更
に
、
⑧
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
、
取
引
に
利
用
す
る

サ
ー
バ
ー
な
ど
の
セ
キュリ
テ
ィ
ー
対
策
（
不
正
ア
ク
セ
ス
対
策
等
）

や
、
旅
行
者
が
旅
行
者
自
身
の
旅
行
申
込
状
況
等
を
確
認
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
る
場
合
は
、
パ
ス
ワ
ー
ド
等
に
よ
り
他
人
が
ア
ク

セ
ス
で
き
な
い
よ
う
措
置
す
る
等
、
ア
ク
セ
ス
管
理
が
必
要
で
す
。

ｅ
│
Ｔ
Ｂ
Ｔ
マ
ー
ク

　
ｅ
│
Ｔ
Ｂ
Ｔ
マ
ー
ク
は
、
前
述
の
要
件
を
全
て
満
た
し
た
旅
行

会
社
の
ウ
ェブ
サ
イ
ト
に
対
し
て
交
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
マ
ー
ク

の
使
用
期
間
は
２
年
間
（
７
月
１
日
か
ら
翌
々
年
６
月
末
ま
で
。

継
続
使
用
に
は
更
新
申
請
が
必
要
。
新
規
使
用
の
場
合
、毎
年
、

３
月
に
定
例
の
受
付
を
行
って
い
ま
す
。）
で
、
使
用
料
は
１
万

円
／
年
と
なって
い
ま
す
。

　
な
か
な
か
〝
ハー
ド
ル
が
高
い
〞
と
も
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
こ
のマ
ー
ク
の
交
付
を
受
け
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
機
会
に
自
社
の
ウェブ
サ
イ
ト
を
お
客
様
目
線
で
見
直
し
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
杉
原
）


